
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〖消防団員とは？〗 

消防団員は災害、その他の必要な時に活動する、非常勤特別職の公務員です。普段は、自分の仕事や学業

をしながら、災害時の活動、訓練やイベントへの参加など、様々な活動を行っています。また、外国人に対

する支援のために機能別消防団員も活躍しています。 

消防団員の多くは地域の住民であり、地域密着の組織です。地域のことを一番よく知っているのは地域に

住む人々です。その地域の人々が消防・防災組織を結成しているので、これほど心強いものはありません。

また、普段から地域住民と深いつながりを持っていることは、災害時に大きな助けになります。 

 

草津市消防団 

消防団員募集 
問い合わせ先：草津市危機管理課 ☎077-561-2325 📠077-561-6852 

湖南広域消防局西消防署 ☎077-568-0119 📠077-568-2119 
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〖入団資格はあるの？〗 

 草津市内に居住しているまたは勤務・在学している１８歳以上の方で、男女問わず入団できます。 

〖報酬等はあるの？〗 

報酬 
年額報酬 階級が団員の場合、年額３６，５００円が支給されます。 

出動報酬 出動１時間あたり１，０００円が支給されます。 

退職報償金 消防団員として５年以上勤務し、退団した場合に支給されます。 

公務災害補償制度 消防団活動に際しての、負傷や事故に対し適用されます。 

被服の貸与 消防団活動に必要な制服や活動服が貸与されます。 

準中型免許取得費補助金 普通免許を所持している団員で、上限額は１７１，０００円で助成。 

〖どんな活動をしているの？〗 

消防団員は災害発生時に備え訓練を重ね、消火・救出・避難誘導等の活動を行っています。 

また、防火訪問や広報等の防災活動、市民救急指導員として救命処置の普及啓発活動を行い、地域

の安全を確保しています。 

機能別消防団員は、外国語ハンドブックを利用し外国人への防災啓発活動や避難時における避難

誘導、情報伝達の支援、避難所における通訳などの支援を行っています。 

〖学生消防団認証制度〗 

○学生消防団活動認証とは  

消防団員として活動した学生に対し、市町村長が「学生消防団活動認証証明書」を交付する制度で

す。この証明書は、消防団員として地域に貢献してきた実績として就職活動の自己ＰＲなどで活用で

きます。 

（※就職の約束を求める制度ではありません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〖草津市消防団組織図〗 

※かっこの中は各分団の管轄学区を表しています。 

本部

第１分団

（草津・

矢倉）

第2分団

（志津・

志津南）

第3分団

（老上・

老上西）

第４分団

（山田）

第5分団

（笠縫・

笠縫東）

第6分団

（常盤）

第7分団

（大路・

渋川）

第8分団

（玉川・

南笠東）

ＫＦＦＬ分団

（市内一円）

機能別消防団員


